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○山武市企業立地促進条例施行規則 

令和２年３月30日規則第23号 

改正 

令和３年８月31日規則第36号 

令和６年１月19日規則第４号 

山武市企業立地促進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山武市企業立地促進条例（令和２年山武市条例第２号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定め

るところによる。 

(１) 公害 環境基本法（平成５年法律第91号）第２条第３項に規定する公害をいう。 

(２) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者

をいう。 

（指定企業の要件等） 

第３条 条例第４条の規則で定める指定企業の業種及び投下固定資産の取得に要する費用の基準額

その他の要件は、別表に掲げるものとする。 

２ 指定企業は、次に掲げる要件を満たす企業とする。 

(１) 前項の要件を満たしていること。 

(２) 公害を発生させるおそれがないこと。 

(３) 市税その他市に納付すべき使用料等を完納していること。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。 

(１) 山武市暴力団排除条例（平成24年山武市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団員等が運営に関与していると認められる事業 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業及び同条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業 

(３) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

４ 第１項に規定する業種の分類は、日本標準産業分類（令和５年総務省告示第256号）によるもの
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とする。 

（指定の申請） 

第４条 条例第４条に規定する指定企業の指定を受けようとする企業は、新設又は増設に係る事業

所の操業を開始する予定日の30日前までに、指定企業指定申請書（別記第１号様式）に、次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 法人の登記事項証明書 

(２) 法人の定款又はこれに類するもの 

(３) 事業の概要を説明する書類 

(４) 対象事業所の位置図及び配置図 

(５) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条又は第６条の２に規定する対象事業所の建築確

認済証の写し 

(６) 対象事業所の投下固定資産に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類 

(７) 従業員の雇用計画を記載した書類 

(８) 労働基準法（昭和22年法律第49号）第107条第１項に規定する労働者名簿の写し 

(９) 納税証明書その他市税等の滞納がないことを証明する書類 

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定の通知） 

第５条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否

を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定の可否を決定したときは、指定企業指定（却下）通知書（別記

第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

（変更事項の届出） 

第６条 指定企業は、第４条に規定する指定の申請事項に変更が生じたときは、速やかに指定企業

申請事項変更届出書（別記第３号様式）に、変更を証する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（操業開始の届出） 

第７条 指定企業は、新設し、又は増設した事業所が操業を開始した日から30日以内に、操業開始

届出書（別記第４号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 建築基準法第７条又は第７条の２に規定する対象事業所の検査済証の写し 

(２) 対象事業所の土地及び建物に関する登記事項を証明する書類 



3/5 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（奨励金の交付申請） 

第８条 条例第５条に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業は、企業立地奨励

金交付申請書（別記第５号様式）に、次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る固定資産税の納

期限が属する年度の翌年度に市長に提出しなければならない。 

(１) 投下固定資産に係る固定資産税の納税通知書（課税明細書を含む。）の写し 

(２) 投下固定資産に償却資産が含まれる場合にあっては、償却資産申告書（種類別明細書を含

む。）の写し 

(３) 納税証明書その他申請時において市税等の滞納がないことを証明する書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第６条に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定企業は、事業所の操業開始

の日から起算して１年を経過した日から30日以内に、雇用促進奨励金交付申請書（別記第６号様

式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 交付申請時における新規常用雇用者の住民票の写し 

(２) 交付申請時における新規常用雇用者との雇用契約書の写し 

(３) 交付申請時における新規常用雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通

知用）の写し 

(４) 交付申請時における新規常用雇用者に関する労働基準法第107条第１項の労働者名簿 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 条例第７条に規定する埋蔵文化財発掘調査奨励金の交付を受けようとする指定企業は、埋蔵文

化財発掘調査奨励金交付申請書（別記第７号様式）に、次に掲げる書類を添えて、第１項に規定

する企業立地奨励金交付申請書と併せて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業所を新設し、又は増設した事業用地に係る埋蔵文化財発掘調査に要した経費を証する

書類及び当該経費の支払を証する書類の写し 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（奨励金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、奨

励金の交付を決定したときは、企業立地奨励金交付決定通知書（別記第８号様式）、雇用促進奨

励金交付決定通知書（別記第９号様式）又は埋蔵文化財発掘調査奨励金交付決定通知書（別記第

10号様式）により、当該指定企業に通知するものとする。 
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（奨励金の交付請求） 

第10条 前条の規定による奨励金の交付決定通知を受けた指定企業は、当該奨励金の交付を請求し

ようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に企業立地奨励金交付請求書（別記第11号

様式）、雇用促進奨励金交付請求書（別記第12号様式）又は埋蔵文化財発掘調査奨励金交付請求

書（別記第13号様式）を市長に提出しなければならない。 

（操業の廃止等の届出） 

第11条 指定企業は、事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から10

日以内に操業（廃止・休止）届出書（別記第14号様式）により市長に提出しなければならない。 

（指定の取消し等） 

第12条 市長は、条例第８条第１項の規定により指定企業の指定を取り消し、又は奨励措置を停止

するときは、指定企業指定取消通知書（別記第15号様式）又は奨励措置停止通知書（別記第16号

様式）により、当該指定企業に通知するものとする。 

（奨励金の返還命令） 

第13条 市長は、条例第８条第２項の規定により指定企業に奨励金の全部又は一部を返還させると

きは、奨励金返還命令書（別記第17号様式）により行うものとする。 

（地位承継の申請） 

第14条 条例第９条の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、指定企業地位承継承

認申請書（別記第18号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 地位承継の事実を証する書類 

(２) 法人の登記事項証明書 

(３) 法人の定款又はこれに類するもの 

(４) 事業の概要を説明する書類 

(５) 従業員の雇用計画を記載した書類 

(６) 労働基準法第107条第１項に規定する労働者名簿の写し 

(７) 納税証明書その他市税等の滞納がないことを証明する書類 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、地位の承継の可否を決定

するとともに、指定企業地位承継承認（不承認）通知書（別記第19号様式）により当該申請者に

通知するものとする。 

（補則） 
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第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月19日規則第４号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

対象業種 
投下固定資産の取得に要する費用の基準額そ

の他の要件 

農業、林業（大分類Ａ）の農業（中分類01）のう

ち植物工場（環境及び生育のモニタリングを基礎

として、高度な環境制御を行うことにより、野菜

等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培

施設）に限る。 

(１) 投下固定資産の取得価格の総額が、

5,000万円以上（中小企業者である場合は、

3,000万円以上）であること。 

(２) 常用雇用者の人数が、５人以上（中小企

業者である場合は、３人以上）であること。 

製造業（大分類Ｅ） (１) 投下固定資産の取得価格の総額が、１億

円以上（中小企業者である場合は、5,000万

円以上）であること。 

(２) 常用雇用者の人数が、10人以上（中小企

業者である場合は、５人以上）であること。 

情報通信業（大分類Ｇ） 

運輸業、郵便業（大分類Ｈ）のうち郵便業（中分

類49、信書便事業を含む。）を除く。 

卸売業、小売業（大分類Ｉ） 

学術研究、専門・技術サービス業（大分類Ｌ）の

うち学術・開発研究機関（中分類71） 

宿泊業、飲食サービス業（大分類Ｍ）の宿泊業（中

分類75）のうち旅館・ホテル（小分類751） 

サービス業（大分類Ｒ）のうち自動車整備業（中

分類89）、機械等修理業（中分類90）及び職業紹

介・労働者派遣業（中分類91） 

 


